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６
月
１
７
日
、
小
雨
ま
じ

り
の
水
戸
駅
北
口
で
「
戦
争

法
制
に
反
対
す
る
茨
城
県
実

行
委
員
会
」
（
平
和
６
団
体
・

日
本
共
産
党
・
社
民
党
・
新

新
社
会
党
）
が
リ
レ
ー
ト
ー

ク
や
デ
モ
行
進
を
行
い
、

「
戦
争
法
案
」
の
廃
案
を
訴

え
ま
し
た
。
集
会
に
は
県
内

各
地
か
ら
１
０
０
０
名
が
参

加
し
ま
し
た
。

リ
レ
ー
ト
ー
ク
で
は
、

「
今
こ
そ
憲
法
９
条
の
立
場

で
平
和
外
交
を
」
「
法
案
は

米
国
と
一
緒
に
戦
争
を
す
る

こ
と
で
、
歴
史
に
も
逆
行
し

て
い
る
」
な
ど
、
今
国
会
で

廃
案
し
か
あ
り
ま
す
ん
と
力

説
し
ま
し
た
。

安
倍
政
権
は
、
「
戦
争
法

案
」
は
会
期
内
（
６
月
２
４

日
）
で
の
衆
院
通
過
は
断
念

さ
せ
た
が
、
悪
法
強
行
の
た

め
に
会
期
を
延
長
し
て
ま
で

今
国
会
成
立
に
固
執
し
て
い

ま
す
。

し
か
し
、
国
民
的
世
論
は

急
激
に
広
が
り
を
見
せ
て
い

ま
す
。
「
安
全
保
障
関
連
法

案
に
反
対
す
る
学
者
の
会
」

が
、
一
週
間
で
５
０
０
０
人

を
超
え
る
学
者
・
研
究
者
が

賛
同
す
る
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る

分
野
で
運
動
が
作
ら
れ
て
い

ま
す
。

国
労
は
来
年
、
７
０
周
年

を
迎
え
ま
す
。
国
労
運
動
の

歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
６
０

年
安
保
闘
争
で
闘
い
の
中
心

的
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

今
こ
そ
、
国
民
の
世
論
と
運

動
で
、
安
倍
政
権
を
包
囲
し
、

戦
争
法
案
を
必
ず
葬
り
去
り

ま
し
ょ
う
。

◎集団的自衛権の行使◎

米国などが武力攻撃

を受けた場合、自衛隊

が参戦し、武力行使す

ることに。⇒武力攻撃

事態法、自衛隊法など

の法律改正する。

◎他国軍の戦闘支援◎
「非戦闘地域」という歯止めが無くな

り、いつでも地球上

のどこへでも、戦闘

地域まで自衛隊を派

遣し、武器、弾薬の

輸送も可能となる。

⇒国際平和支援法新

設、重要影響事態法改正など。

◎武器使用基準の緩和◎

「自己保全」に

限られていたのが

「任務遂行」のた

めに使用できるよ

うになる。⇒ＰＫ

Ｏ法改正など

東京高裁で勝利判決!!

６月１８日、東京高裁（第１４民事部

須藤典昭裁判長）は、「争議権を確立し

たら企業再生支援機構は３,５００億円

の出資をしない」とする支援機構・ＪＡ

Ｌの発言は不当労働行為であるとする勝

利判決を下しました。


